
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

行政経営 

都市基盤 

 

安心・ 

安全 

地域 

づくり 

人権・ 

生涯学習 

教育・ 

子育て 

環境共生 

産業・ 

観光 

しゅうなん出前トークとは、 

市職員が直接、市の施策や 

事業について説明し、意見 

交換を行うものです。 

小・中学生向けに対応が可能なテーマにはタイトルにマークが表示されています⇒ 

 

学び・交流プラザの 

HPでも閲覧可能です。 

福祉・ 

健康・医療 

R6.6.19改訂版 



 

□ 開催時間や会場は？ 

・平日の午前１０時～午後９時の間で、おおむね６０分から９０分を目安として 

ください。(土・日曜日、祝日の実施を希望される場合は、ご相談ください。) 

・担当課の都合により、日程を調整させていただくことがあります。 

・実施会場は、原則市内の公共施設とし、お申込み団体でご用意ください。 

 

お届けします 市政情報 

□ 「しゅうなん出前トーク」とは？ 

市民の皆さんの市政に対する理解を深めていただくため、市職員が直接、 

皆さんの所へお伺いし、市の施策や事業について分かりやすく説明すると 

ともに、意見交換を行うものです。市政に関する情報を、市民の皆さんと 

共有することによって、市民協働のまちづくりを進めていきます。 

□ 申し込みできるのは？ 

市内に在住または在勤、通学する人で、おおむね１０人以上が参加予定の 

団体やグループです。 

□ 申し込み方法は？ 

所定の申込書に記入のうえ、開催を希望する日の３週間前までに、 

小・中学生向けに対応できる講座もあります。 

対象年齢など詳しくは、直接実施担当課にお問い合わせください。 

お願いと注意 

・苦情や要望、陳情をお伺いする場ではありません。

趣旨をご理解のうえお申込みください。 

・政治・宗教活動を目的とした集会、会合等は対象外

となります。 

・当該出前トークを営利目的として利用される場合

は、対象外となります。 

直接、実施担当課へお申込みください。 



NO. トークテーマ 主な内容 実施担当課及び申込先

あんしん子育て推進課

（こども家庭一・二担当）

電話（0834）22-8550

 FAX（0834）22-8815

anshinkosodate@city.shunan.lg.j
p

こども保育課

（保育・幼稚園担当）

電話（0834）22-8455

 FAX（0834）22-8351

kodomo@city.shunan.lg.jp

鶴いこいの里交流センター

電話（0833）92-0003

 FAX（0833）92-0042

turu@city.shunan.lg.jp

文化振興課

（文化財担当）

ちょっと昔の暮らしの道具 電話（0834）22-8677

 FAX（0834）22-8428

bunka@city.shunan.lg.jp

教育委員会　生涯学習課

（青少年教育担当）

電話（0834）22-8697

 FAX（0834）22-8814

ed-shogai@city.shunan.lg.jp

人権推進課

電話（0834）22-8205

 FAX（0834）22-8243

jinken@city.shunan.lg.jp

教育・子育て

1

4

5

6

2

社会全体で子育て家庭を見守り支
える環境づくり

「保育コンシェルジュ」について
地域における保育所等の保育サービスに関する情報提
供や相談など、利用に向けての支援施策を紹介

周南市の文化財
について

●男女共同参画推進員手作りの紙芝居の上演等
・「2ヵ月のお留守番」上演時間約13分
・「渋川のおばちゃん」上演時間約8分
・「大溝ばあさん」上演時間約15分
・「モモタロー・ノー・リタ－ン」上演時間約15分
※家庭や地域、民話を題材にした紙芝居を通じて、男
女共同参画について考えます。

男女共同参画について
考えよう

こどもの虐待とは
こどもの笑顔を守るための地域社会の役割

周南市内にある文化財や周南市の歴史の紹介

民俗資料展示施設の収蔵資料等を用いて、生活の利便
性向上から先人の知恵と工夫を学ぶ

国の特別天然記念物八代のツルお
よびその飛来地について

古代の「まが玉づくり」や「火起こし体験」など子ど
も向け体験学習
※プログラムに応じた材料費が必要です

人権・生涯学習

3
周南市の行う、国指定文化財「特別天然記念物 八代の
ツルおよびその渡来地」の保護・保存について

利便性の裏に潜むスマートフォンのリスクを保護者や
子供たちに認識してもらうことで、犯罪被害を防ぐと
ともに、加害者とならないための知識を身に付ける

8

7

古代の体験学習

みんなで考えよう！
スマホとインターネットの正しい
使い方

mailto:anshinkosodate@city.shunan.lg.jp
mailto:anshinkosodate@city.shunan.lg.jp
mailto:kodomo@city.shunan.lg.jp
mailto:turu@city.shunan.lg.jp
mailto:bunka@city.shunan.lg.jp
mailto:ed-shogai@city.shunan.lg.j
mailto:jinken@city.shunan.lg.jp


NO. トークテーマ 主な内容 実施担当課及び申込先

教育委員会　人権教育課

電話（0834）22-8620

 FAX（0834）22-8814

ed-jinken@city.shunan.lg.jp

地域づくり推進課

（地域づくり支援担当）

電話（0834）22-8412

 FAX（0834）22-8428

kyodo@city.shunan.lg.jp

地域づくり推進課

（中山間地域振興室）

電話（0834）22-8336

 FAX（0834）22-8428

chusankan@city.shunan.lg.jp

防災危機管理課

電話（0834）22-8208

 FAX（0834）22-8806

bousaikiki@city.shunan.lg.jp

生活安全課

電話（0834）22-8321

 FAX（0834）22-8243

shiminsodan@city.shunan.lg.jp

様々な題材を基に、現実に起こる場面を想定して、参
加者の皆さんが役を演じ、セリフを読みながら場面を
体験していただき、問題点と対処法を考えます。
※対象は、高齢者、見守りのみなさん

ロールプレイングで学ぶ
悪質商法

ＤＶＤで学ぶ　悪質商法
ＤＶＤを視聴して、最近のトラブル事例と対処法をみ
んなで考えます。

14
歌って学ぶ
悪質商法対策

安心・安全

12

11 中山間地域の地域づくりについて

9

地域づくり

10
「地域の夢プラン」に
ついて

15

16

家庭・地域でできる
防災対策

①災害の基礎知識
②個人や家族でできる備え
③地域で育てる自主防災組織
④避難行動要支援者の避難行動支援計画
⑤防災情報収集伝達システムについて
※梅雨・台風シーズン以外ならいつでも
（上記以外でも、災害によりキャンセルの可能性あ
り）

人権基礎講座

人権・生涯学習

身近な人権課題からさまざまな人権課題まで、職員が
わかりやすく説明します。

地域のみなさんの手で作り上げる地域の将来計画
「地域の夢プラン」による地域づくりについて
※教育機関の授業の一環としての開催も可

中山間地域の振興方策について
（持続可能な中山間地域づくりプロジェクト）

「悪質商法に負けないためのうたの本」を使って、事
例や対処法を紹介し、替え歌を歌いながら、悪質商法
対策を考えます。

簡単なクイズを基に、契約の基礎知識を身に付け、消
費者トラブルの対処法を考えます。

13 クイズで学ぶ 消費者力

mailto:ed-jinken@city.shunan.lg.jp
mailto:kyodo@city.shunan.lg.jp
mailto:chusankan@city.shunan.lg.jp
mailto:bousaikiki@city.shunan.lg.jp
mailto:shiminsodan@city.shunan.lg.jp


No. トークテーマ 主な内容 実施担当課及び申込先

生活安全課

電話（0834）22-8321

 FAX（0834）22-8243

shiminsodan@city.shunan.lg.jp

高齢者支援課

電話（0834）22-8467

 FAX（0834）22-8251

koreishien@city.shunan.lg.jp

地域福祉課

電話（0834）22-8462

 FAX（0834）22-8396

fukushi@city.shunan.lg.jp

27

●ビデオ上映　～もしものとき。人生会議をしていた
場合、していなかった場合～
●人生の最終段階の現状についてや、「人生会議」の
必要性

もしものときのために
「人生会議」しよう
～自分の望む医療や介護～

サービスの利用から介護保険料までについて

22
『健康づくり＝フレイル予防』です。
働き盛り世代の生活習慣病予防やフレイル予防、生き
がい・つながりづくりについてお伝えします。

福祉・健康・医療

25

セカンドライフのための知識講座

20
子どものいる家庭向けの安全な環
境づくりと最近の消費者トラブル

21

23

19

幼児が安全に暮らすための環境について学んでいきま
す。合わせて、最近の消費者トラブルに関する情報を
説明し、みんなで対処を考えます。

最近の消費者トラブル情報を説明し、対処法をみんな
で考えます。

今どきの消費者トラブル18

手作り紙芝居「ひまのひまこさんのテレビショッピン
グ」等を上演し、未然防止策と対処法をみんなで考え
ます。
※対象は、高齢者と見守りのみなさん

17

「セカンドライフ安心読本」などをテキストに、高齢
者が安心して暮らす仕組みをみんなで考えます。

紙芝居で学ぶ消費者トラブル

介護保険ってどんな制度

働き盛り世代の
健康づくり、フレイル予防

安心・安全

①熱中症予防
②感染症予防

季節の健康対策について

～市内の医療・介護・福祉関係者からのメッセージ～
●大切なのに知られていないこと
●誤解されていると感じること

あ・うんネット周南
元気なうちから知って
おきたい１２のこと

26

認知症を　わがこととして　考え、理解しよう
～新・認知症サポーター養成講座～
『周南市認知症ケアパスの活用』についてもお伝えし
ます。

めざそう
認知症バリアフリー

①知って安心！フレイル予防の３つの柱
（運動、口腔・栄養、社会参加）
②いきいき百歳体操で筋力アップ

介護予防・フレイル対策24

mailto:shiminsodan@city.shunan.lg.jp
mailto:koreishien@city.shunan.lg.jp
mailto:fukushi@city.shunan.lg.jp


No. トークテーマ 主な内容 実施担当課及び申込先

地域福祉課

電話（0834）22-8200

 FAX（0834）22-8396

fukushi@city.shunan.lg.jp

障害者支援課

電話（0834）22-8463

 FAX（0834）22-8464

shogaifuku@city.shunan.lg.jp

保険年金課

電話（0834）22-8312

 FAX（0834）22-8314

hokennenkin@city.shunan.lg.jp

あんしん子育て推進課

（こども家庭一・二担当）

電話（0834）22-8550

 FAX（0834）22-8815

anshinkosodate@city.shunan.lg.j
p

35

①保険料の計算方法
②保険料の納付方法
③特別徴収制度について
④国保の給付について
⑤特定健診について

国民健康保険・後期高齢者医療制
度のしくみ

37 乳幼児の子育て こどもの成長・発達と関わり方

36 乳幼児の健康
乳幼児に多い病気と予防
乳幼児を不慮の事故から守ろう

33

34

31

32

28

福祉・健康・医療

「聞こえない」とはどういうこ
と？
手話ってなに？

市の障害者福祉について

知的障害者福祉について

精神障害者福祉について

●「高齢者虐待」の定義について
●「これ、虐待？」と思った時の相談先について
●虐待防止のために地域ができる事について
（具体的な内容は申請者と事前協議）

高齢者の地域においての見守りについて　地域見守り事業について

①周南市の障害者福祉について
②障害者差別解消法について
③障害者虐待の防止について
（内容は申請者と事前協議）

聴覚障害者への理解
手話の紹介・大切さなど
（内容は申請者と事前協議）

精神障害者に対する制度・サービスについて
（内容は申請者と事前協議）

知的障害者に対する制度・サービスについて
（内容は申請者と事前協議）

29
みんなで守る、高齢者の権利
～高齢者虐待の予防と早期発見～

身体障害者に対する制度・サービスについて
（内容は申請者と事前協議）

30 身体障害者福祉について

mailto:fukushi@city.shunan.lg.jp
mailto:shogaifuku@city.shunan.lg.jp
mailto:hokennenkin@city.shunan.lg.jp
mailto:anshinkosodate@city.shunan.lg.jp
mailto:anshinkosodate@city.shunan.lg.jp


No. トークテーマ 主な内容 実施担当課及び申込先

健康づくり推進課

電話（0834）22-8553

 FAX（0834）22-8555

kenkozo@city.shunan.lg.jp

正しく知ろう！がんのこと

都市政策課

電話（0834）22-8427

 FAX（0834）22-3707

toshi@city.shunan.lg.jp

都市政策課

電話（0834）22-8406

 FAX（0834）22-3707

toshi@city.shunan.lg.jp

公園花とみどり課

電話（0834）22-8431

 FAX（0834）22-8432

koen@city.shunan.lg.jp

46

47

42

43

44

・がんはこうして出来る
・がんを防ぐための生活習慣
・がん体験者の話を聞いてみよう(小学生・中学生・高
校生向け）

・たばこの害、禁煙のわざ伝授
・適正な飲酒

考えてみよう！
たばこ・酒のこと

・ゲートキーパー講座
～あなたの周りに心が疲れている人はいませんか？～

こころの健康
大切な人の悩みに気づく・支える
あなたもゲートキーパーに！

周南市の都市計画について

地籍調査について

公園を楽しく使うには

本市の都市計画に関する基本的な方針を示す「都市計
画マスタープラン」、コンパクトシティに向けた取組
みおよび景観まちづくりの取組み等について

①地籍調査とは
②土地の境界保全について

①遊具の安全点検
②利用マナーについて

都市基盤

45

40

41

福祉・健康・医療

38

39

歯を守ることは全身の健康を守る
こと

自分のからだをつくる！適切な量
と質の食事

こどもの食育食育で心も体も元気
もりもり

・よく噛む効果
・栄養バランスのとれた食事や朝ごはんの大切さ

・生活習慣病予防のための食事
・低栄養予防のための食事

こどもの歯・お口の健康生きる力
をはぐくむ歯と口の健康づくり ・むし歯予防について

・歯みがき、仕上げみがきについて

・お口の病気と予防方法（ケア方法）
・オーラルフレイル予防（口腔体操）

mailto:kenkozo@city.shunan.lg.jp
mailto:toshi@city.shunan.lg.jp
mailto:toshi@city.shunan.lg.jp
mailto:koen@city.shunan.lg.jp


No. トークテーマ 主な内容 実施担当課及び申込先

公共交通対策課

電話（0834）22-8426

 FAX（0834）22-3707

kotsu@city.shunan.lg.jp

農業振興課

（道の駅リニューアル推進室）

電話（0834）22-8369

 FAX（0834）22-8375

noshin@city.shunan.lg.jp

中心市街地活性化推進課

電話（0834）22-8438

 FAX（0834）22-8357

chushin@city.shunan.lg.jp

観光振興課

電話（0834）22-8372

 FAX（0834）22-8428

kanko@city.shunan.lg.jp

徳山動物園

電話（0834）22-8640

 FAX（0834）22-8641

dobutsuen@city.shunan.lg.jp

商工振興課

電話（0834）22-8837

 FAX（0834）22-8357

shoko@city.shunan.lg.jp

53
徳山動物園の
リニューアルに
ついて

徳山動物園のリニューアル事業について、計画と進捗
状況等を説明します。

「いのち」とは何か、動物園の動物たちを題材に「い
のち」について考える機会を提供します。

動物園の役割
ご存じですか

世界中にある動物園ですが、無い地域もあります。そ
の役割とはどんなものなのか、歴史と一緒にご紹介し
ます。

56 動物園ものしりクイズ！
クイズ形式で、動物たちの体のひみつ等を紹介しま
す。

動物園からみた
「いのち」

57

54

①周南コンビナートの成り立ち
②周南コンビナートの脱炭素化に向けた取組

観光振興はまちづくり
～周南の魅力発信～

①６次産業化・地産地消とは
②６次産業化に係る補助制度
③「しゅうなんブランド」「周南市地産地消推進店」
とは
④道の駅「ソレーネ周南」による地産地消の取組

６次産業化・地産地消の促進につ
いて

中心市街地の活性化について 中心市街地活性化について、取組等を説明します。

周南市の国際交流に
ついて

①市内観光地を紹介
②周南市が取り組んでいる観光振興事業について
③コンベンション誘致について

産業・観光

49

55

周南コンビナートの脱炭素化に向
けた取組について

52
周南市で行われている国際交流事業を紹介します。
①姉妹都市との交流について
②市内で開催する国際交流事業について

都市基盤

50

51

移動手段の確保対策について

①持続可能で利用しやすい公共交通ネットワークを構
築するため、これまで取り組んできた様々な取組み
②今後の方策を示した「周南市地域公共交通計画」に
ついて

48

mailto:kotsu@city.shunan.lg.jp
mailto:norin@city.shunan.lg.jp
mailto:chushin@city.shunan.lg.jp
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No. トークテーマ 主な内容 実施担当課及び申込先

リサイクル推進課

電話（0834）22-8303

 FAX（0834）22-8243

recycle@city.shunan.lg.jp

環境政策課

電話（0834）22-8324

 FAX（0834）22-8325

kankyo@city.shunan.lg.jp

地球温暖化と脱炭素について
考えよう

選挙管理委員会

電話（0834）22-8521

 FAX（0834）22-8528

senkan@city.shunan.lg.jp

議会事務局

電話（0834）22-8502

 FAX（0834）22-8506

gikai@city.shunan.lg.jp

施設マネジメント課

電話（0834) 22-8202

 FAX（0834) 22-8266

shisetsu@city.shunan.lg.jp

財政課

電話（0834）22-8237

 FAX（0834）31-6507

zaimu@city.shunan.lg.jp

ごみの分別に関する説明

小学生から大人まで楽しみながら、地球温暖化防止の
取組みについて考えることができるすごろくです。
令和元年度にリニューアルし、より楽しくわかりやす
い内容となりました。

周南市エコすごろく60

周南市の環境の状況及び環境の保全等に関する施策の
実施状況等について説明します。

地球温暖化と脱炭素に関する取組みについて紹介しま
す。

61

58

59

環境共生

65

63

64

行政経営

62 選挙の主役はあなたたちです
選挙制度の概要、模擬投票
※選挙の期日前２か月から選挙期日後２週間を除く

①市議会の運営
②市議会の傍聴
③市議会の広報
※各議会の告示日から会期中を除く

市議会って何するところ？

周南市の公共施設の
再配置について

①公共施設の老朽化問題とは
②老朽化問題への取り組みの方向性
③取組みの状況

①財政状況について
②財政健全化の取組みについて
※１１月中旬～３月中旬を除く

周南市の財政状況

ごみの分け方・出し方

周南市の環境について

mailto:recycle@city.shunan.lg.jp
mailto:kankyo@city.shunan.lg.jp
mailto:senkan@city.shunan.lg.jp
mailto:gikai@city.shunan.lg.jp
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No. トークテーマ 主な内容 実施担当課及び申込先

公立大学連携課

電話(0834)22-8834

 FAX(0834)22-8224

daigakurenkei@city.shunan.lg.jp

スマートシティ推進課

電話（0834）22-8263

 FAX（0834）31-6507

joho@city.shunan.lg.jp

市民課

（異動届出・マイナンバー担当）

電話（0834）22-8339

 FAX（0834）22-2874

shimin@city.shunan.lg.jp

67

68

66 周南公立大学について

・大学の概要（大学の歴史、周南公立大学で学べるこ
と、特色ある取組）
・キャンパスツアー（写真または動画）
・市民の皆さんが参加できる講座等のご案内

①今さら聞けない・・・DXって何？
②事例紹介
③今後の市の取組について

もっと便利に！
マイナンバーカード

●マイナンバーとは？
●マイナンバーカードがあると便利なこと
●マイナンバーカードの申請、受取方法について
※希望者は、出前トーク後、マイナンバーカードの申
請を受付けます。

行政経営

DXについて知る
～デジタル社会ってどんな社会？
～

所定の申込書に記入のうえ、開催を希望する日の

３週間前までに、直接実施担当課へお申込みください。

小・中学生向けに対応できる講座もあります。

対象年齢など詳しくは、直接実施担当課にお問い合わせください。

このマークが目印⇒

mailto:daigakurenkei@city.shunan.lg.jp
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様式1

　

人

講座資料について

／ □ □

　

<申し込み方法>

・必要事項を記入後、ＦＡＸ、郵送、Ｅメールでお申し込みください。

・申し込み先は、各講座の担当課へ直接お願いします。（ウェブページをご参照ください）

年 月 日

講座の中でも
特に知りたい内容

受付日 受付者 受付番号

開 催 希 望 日 時 　　年　　月　　日(　　　）　　　時　　分　　～　　時　　分

当日でよい

開 催 会 場 名 参加人数

会 場 所 在 地 電話番号

番 号 ／ 講 座 名

（出前トーク一覧表から選択してください）

事前にほしい

「しゅうなん出前トーク」申込書

団体等の名称

連
絡
先

住 所
〒

担 当 者 氏 名

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

Ｅ メ ー ル  


